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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた建設工事等の 

対応の延長について（依頼） 
 

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた建設工事等（調査、設計及び

測量等の業務を含む。）の対応については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態

宣言を踏まえた建設工事等の対応について」（令和２年４月９日付け２高土政第40号）

（以下「４月９日付け通知」という。）等により、適切な対応をお願いしてきたところで

す。 

 

このたび、令和２年５月４日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事

態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和２年５月31日まで延長されたとこ

ろですが、  

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28 日（令和２年５

月４日変更））（以下「基本的対処方針」という。）において、公共工事及び河川や道

路などの公物管理など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については、緊急事態

措置の期間中にも最低限の事業継続が求められる事業とされているほか、インフラ運営

関係（電力、ガス、上下水道等）、家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等）

等の事業者について、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係

事業の事業継続を要請するとされており、公共工事以外の建設工事についてもこれらの

事業の継続のために必要な工事については継続することが求められるものと考えられる

こと  

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日閣議決定、4月20日変更）

において、公共投資の早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すこととされているこ

と  

等を踏まえ、公共工事等における対応については、引き続き、４月９日付け通知「１．施

工中の建設工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置等の対応につい

て」のとおり、基本的対処方針で示された事業の継続性に留意しつつ、受注者からの申出

があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要とな

る請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行っていただくようお願いします。   

  

 施工中の建設工事等における感染拡大防止措置等についても、４月９日付け通知「２．施

工中の建設工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について」のとお

様 
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り、  

・施工中の建設工事等の現場などにおいて、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒

液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い・う

がいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、受注者を通じてすべての作業従事者等

の健康管理に留意すること   

・施工中の工事等について感染者及び濃厚接触者が判明した場合には、所要の連絡体制の

構築を図るとともに、保健所等の指導に従って適切な措置を講じること    

・施工に伴う三つの密の発生の回避や、その影響緩和の対策が徹底されるよう、受注者に

対して周知徹底を図るなど、適切な対応を講じること 

等について、引き続きの対応をよろしくお願いします。 

 

 

（問い合わせ先） 
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